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         (単位 : 百万円)

科          目 金      額 科          目 金      額

(  資  産  の  部  ) (  負  債  の  部  )
現金及び預貯金 22,296 保険契約準備金 677,315
現金 12 支払備金（*20） 9,763
預貯金 (*3,*17) 22,284 責任準備金 (*8,*20) 664,989
コ－ルロ－ン - 契約者配当準備金 (*15) 2,561
買現先勘定 - 代理店借 4,186
債券貸借取引支払保証金 - 再保険借 984
買入金銭債権 - 短期社債 -
商品有価証券 - 社債 -
金銭の信託 - 新株予約権付社債 -
有価証券 (*1,*3,*17) 644,126 その他負債 7,987
国債 (*16) 151,931 売現先勘定 -
地方債 82,023 債券貸借取引受入担保金 -
社債 254,999 借入金 -
株式 4,183 未払法人税等 1,738
外国証券 150,987 未払金 54
その他の証券 0 未払費用 (*3,*17) 4,271
貸付金 8,119 前受収益 -
保険約款貸付 (*10) 8,119 預り金 52
一般貸付 - 預り保証金 -
不動産及び動産 (*2,*11) 270 先物取引受入証拠金 -
土地 - 先物取引差金勘定 -
建物 223 借入有価証券 -
動産 46 売付有価証券 -
建設仮勘定 - 金融派生商品 -
代理店貸 138 繰延ヘッジ利益 -
再保険貸 1,604 仮受金 1,869
その他資産 18,608 その他の負債 -
未収金 13,082 退職給付引当金 (*5,*21) 430
前払費用 232 価格変動準備金 (*6) 20
未収収益 2,524 金融先物取引責任準備金 -
預託金 1,042 証券取引責任準備金 -
先物取引差入証拠金 - 繰延税金負債 -
先物取引差金勘定 - 再評価に係る繰延税金負債 -
保管有価証券 - 支払承諾 -
金融派生商品  -
繰延ヘッジ損失 - 負 債 の 部    合 計 690,925

仮払金 232 (  資  本  の  部  )
その他の資産 (*9) 1,495 資本金 7,250
繰延税金資産 (*22) 3,684 新株式払込金 -
再評価に係る繰延税金資産 - 資本剰余金 -
支払承諾見返 - 資本準備金 -
貸倒引当金 (*4) △ 254  その他資本剰余金 -

 資本金及び資本準備金減少差益 -
自己株式処分差益 -

利益剰余金 381
利益準備金 -
任意積立金 325
 保険業法施行規則附則 325
 第10条積立金
当期未処分利益 56
( 当期純利益 )  ( 9 )
土地再評価差額金 -
株式等評価差額金 (*1,*13) 36
自己株式払込金 -
自己株式 △ -

資 本 の 部    合 計 7,668

資 産 の 部   合 計 698,593 負債及び資本の部 合計 698,593

１． 平成１６年度  (平成１７年３月３１日現在)  貸借対照表
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(注)

(* 1) 有価証券の評価は、売買目的有価証券については時価法（売却原価の算定は移動平均法）、満期保有目的の債券について
は移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券のうち時価のあるものについては３月末日の市場価格等に基づ
く時価法（売却原価の算定は移動平均法）、時価のないものについては取得差額が金利調整差額と認められる公社債（外
国債券を含む）については移動平均法による償却原価法（定額法）、それ以外の有価証券については移動平均法による原
価法によっております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部資本直入法により処理しております。

(* 2) 不動産及び動産の減価償却の方法は定率法により行っております。

(* 3) 外貨建資産・負債は決算日の為替相場により円換算しております。

(* 4) 貸倒引当金は、当社の定める「資産査定取扱規程」に則り、個別資産毎に回収可能性又は価値の毀損状態を査定し、回収
可能性に重大な懸念があると判断した金額又は重大な価値の毀損が生じていると判断した金額を計上しております。また、
上記以外については過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計上しております。
全ての債権は、「資産査定取扱規程」に則り、管轄部署が１次資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク管理部が
２次資産査定を行い、監査部が査定結果を監査しております。その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。

(* 5) 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る会計基準（「退職給付に係る会計基準の設定に関す
る意見書」平成１０年６月１６日企業会計審議会）に基づき、当年度末において発生したと認められる額を計上しており
ます。

(* 6) 価格変動準備金は、保険業法第１１５条の規定に基づき算出した額を計上しております。

(* 7) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

(* 8) 責任準備金は、保険業法第１１６条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については保険業法施行規則第６９条
第４項第４号の規定に基づいて５年チルメル式又は平準純保険料式により計算しております。
なお、上記の方法により計算された金額の他、保険業法上の標準責任準備金積立に向け 45,937 百万円を計上しており
ます。

(* 9) その他の資産に計上している自社利用のソフトウェアの減価償却の方法は、利用可能期間に基づく定額法により行って
おります。

(*10) 貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、３ヶ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の合計額は 66 百万円であり、その
内訳は次のとおりであります。

（１）延滞債権は 65 百万円であります。
なお、延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と
して利息の支払を猶予した貸付金に該当しないものであります。

（２）３ヶ月以上延滞債権は 0 百万円であります。
なお、３ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として３ヶ月以上延滞している
貸付金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

(*11) 不動産及び動産の減価償却累計額は 205 百万円 であります。

(*12) 特別勘定の資産の額は、11,684 百万円 であります。なお、負債の額も同額であります。

(*13) 保険業法施行規則第１７条の３第１項第３号に規定する純資産の額は 36 百万円であります。

(*14) 貸借対照表に計上した動産の他、リース契約により使用している重要な動産として電子計算機等があります。

(*15) 契約者配当準備金の異動状況は、次のとおりであります。

前年度末現在高 2,660 百万円
当年度契約者配当金支払額 2,230 百万円
利息による増加等 0 百万円
契約者配当準備金繰入額 2,132 百万円
当年度末現在高 2,561 百万円

(*16) 担保に供している資産は、国債 1,907 百万円 であります。

(*17) 外貨建資産の額は 1,886 百万円 であります。（主な外貨額 10 百万米ドル、2 百万ユーロ）
外貨建負債の額は 2 百万円 であります。（主な外貨額 0 百万米ドル）

(*18) 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第１４０条第５項の規定に基づき生命保険契約者保護
機構が承継した旧保険契約者保護基金に対する当年度末における当社の今後の負担見積額は 260 百万円であります。
なお当該負担金は拠出した年度の事業費として処理しております。

(*19) 保険業法第２５９条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当年度末における当社の今後の負担見積額は 
1,474 百万円であります。なお当該負担金は拠出した年度の事業費として処理しております。

(*20) 保険業法施行規則第７３条第３項において準用する同令第７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する
支払備金の金額は 109 百万円、同令第７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金の金額は
1,493 百万円であります。
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(*21) 退職給付債務に関する事項は次のとおりであります。

（１）退職給付債務及びその内訳
ｲ 退職給付債務 △ 2,472 百万円
ﾛ 年金資産 2,165 百万円
ﾊ 未積立退職給付債務 △ 307 百万円
ﾆ 会計基準変更時差異の未処理額 － 百万円
ﾎ 未認識数理計算上の差異 △ 58 百万円
ﾍ 未認識過去勤務債務 △ 64 百万円
ﾄ 貸借対照表計上額純額 △ 430 百万円
ﾁ 前払年金費用 － 百万円
ﾘ 退職給付引当金 △ 430 百万円

（２）退職給付債務等の計算基礎
ｲ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準
ﾛ 割引率 2.0 ％
ﾊ 期待運用収益率 1.0 ％
ﾆ 数理計算上の差異の処理年数 9 年
ﾎ 過去勤務債務の額の処理年数 5 年

(*22) 繰延税金資産の総額は 3,704 百万円、繰延税金負債の総額は 20 百万円であります。繰延税金資産のうち、
評価性引当金として控除した金額は 107 百万円であります。
繰延税金資産発生の主な原因別内訳は、保険契約準備金損金算入限度超過額 1,986 百万円、無形固定資産の
損金算入限度額超過額 880 百万円、収入保険料期間帰属関係 235 百万円、未払費用 173 百万円、事業税
157 百万円等であります。繰延税金負債の主な原因別内訳は、その他有価証券の評価差額に係る税効果相当額
20 百万円であります。

(*23) 当年度における法定実効税率は 36.21％であり、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の
差異の主要な内訳は、交際費等永久に損金に算入されない項目 53.2％、IT投資促進税制による減税額 △43.5％、
評価性引当額 30.0％、住民税均等割 17.0％、過年度法人税等 3.5％であります。

(*24) 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。
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平成１６年４月  １日から
平成１７年３月３１日まで

(単位 : 百万円)

科                  目 金              額

経　常　収　益 239,219
保険料等収入 227,804
保険料 225,150
再保険収入 2,654
資産運用収益 11,364
利息及び配当金等収入 11,015

経 預貯金利息 0
有価証券利息・配当金 10,756
貸付金利息 258
不動産賃貸料 －
その他利息配当金 －
商品有価証券運用益 －
金銭の信託運用益 －
売買目的有価証券運用益 －
有価証券売却益 －
有価証券償還益 －

常 金融派生商品収益 －
為替差益 －
その他運用収益 14
特別勘定資産運用益 334
その他経常収益 50
年金特約取扱受入金 29
保険金据置受入金 15
支払備金戻入額 －
退職給付引当金戻入額 －
その他の経常収益 5

損 経　常　費　用 236,754
保険金等支払金 88,918
保険金 17,560
年金 634
給付金 17,428
解約返戻金 48,103
その他返戻金 2,105
再保険料 3,084
責任準備金等繰入額 98,411
支払備金繰入額 741

益 責任準備金繰入額 97,669
契約者配当金積立利息繰入額 0
資産運用費用 305
支払利息 11
商品有価証券運用損 －
金銭の信託運用損 －
売買目的有価証券運用損 －
有価証券売却損 －
有価証券評価損 －
有価証券償還損 42

の 金融派生商品費用 －
為替差損 －
貸倒引当金繰入額 202
貸付金償却 －
賃貸用不動産等減価償却費 －
その他運用費用 48
特別勘定資産運用損 －
事業費 47,395
その他経常費用 1,723
保険金据置支払金 4

部 税金 808
減価償却費 894
退職給付引当金繰入額 3
その他の経常費用 13

経　常　利　益 2,465

〕損益計算書２．平成１６年度〔
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経　常　利　益 2,465

特　別　利　益 －
特 不動産動産等処分益 －

保険業法第１１２条評価益 －
別 その他特別利益 －

損
特　別　損　失 78

益 不動産動産等処分損 70
価格変動準備金繰入額 8

の 金融先物取引責任準備金繰入額 －
証券取引責任準備金繰入額 －

部 不動産圧縮損 －
その他特別損失 －

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 2,132

税 引 前 当 期 純 利 益 254

法 人 税 及 び 住 民 税 1,872

法 人 税 等 調 整 額 △ 1,627

当 期 純 利 益（*1） 9

前　期　繰　越　利　益 47

当　期　未　処　分　利　益 56

(注)

(* 1) １株当たりの当期純利益は、1円 28銭であります。

(* 2) 退職給付費用の総額は、238 百万円であります。なお、その内訳は以下の通りであります。

ｲ 勤務費用 216 百万円
ﾛ 利息費用 45 百万円
ﾊ 期待運用収益 △ 19 百万円
ﾆ 会計基準変更時差異の費用処理額 － 百万円
ﾎ 数理計算上の差異の費用処理額 16 百万円
ﾍ 過去勤務債務の費用処理額 △ 20 百万円

(* 3) 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。
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